
 

 

※１ 

主たる農業従事者の故障の認定（都市計画課） 

故障の認定については、医師の診断書や故障認定に係る

ヒアリング等を踏まえ、個別の事例ごとの判断となりま

す。 

故障認定を事由とした、買取申出をお考えの方は、必

ず、都市計画課または、農業委員会事務局へ事前相談を

お願いします。 

毎月 25 日までに提出されたも

のについて、翌月 20 日の農業

委員会総会で審議した後、証明

書を発行します。 

必要書類等の詳細については、

農業委員会事務局または、市

HP をご参照下さい。 

（ページ番号 1026001） 

（都市計画課） 

必要書類等の詳細について

は、都市計画課または、市

HP をご参照ください。 

（ページ番号 1025116） 

あっせん成立 

買取り希望なし 

買取申出から１ヵ月以内 

買取り希望あり 

買取申出から３ヵ月（肥培管理必要） 

あっせん不成立 

主たる農業従事者の 

死亡の場合 

または故障の場合※１ 

指定告示から 

30 年経過の場合 

主たる従事者証明 

（農業委員会事務局） 

買取申出の提出 
市や公共団体等が

買取るかの判断 

買取る旨の通知 

買取らない旨の通知 

農業委員会を通して、 

他の農業従事者へのあっせん 

行為制限の解除 

（申出受理から３ヵ月間 

所有権移転がない場合） 

あっせん先にて 

生産緑地継続 行為制限解除 

の通知 

●買取申出の主な流れ 

価格協議 

買取り成立 

●都市企画部 都市計画課 

（市役所３階 042-312-8664（直通）） 

● 農 業 委 員 会 事 務 局 （ 市 民 部  経 済 課 ） 

（市役所１階 042-312-8612（直通）） 

 


